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Ａ．研究目的 

療育手帳は知的障害があると判定された者に交付さ

れ、各種福祉サービスへのアクセスにおいて重要な役

割を果たす。しかし療育手帳の判定機関の約 8 割は知

能指数（以下 IQ）の上限をおおむね 70または 75に設

定しており（厚生労働省，2025）、IQがこれを上回る

と適応上の困難があっても「非該当」とされる事例が

存在する（厚生労働省，2023）。総務省行政評価局に

は、知能指数が基準を 1だけ上回る 76であったために

療育手帳の交付申請が却下されたという行政相談事例

も寄せられている（総務省行政評価局，2011）。 

本分担報告では、IQが各自治体の基準を上回るため

に療育手帳が交付されない事例に焦点を当て、療育手

帳が交付されない理由と、手帳を持たない場合に行政

サービスを利用するための方法を、幼児期・学童青年

期（小学校から高校まで）・成人期の 3 年代に分けて、

公的資料および学術文献に基づいて整理する。学童期

と青年期を一括するのは、義務教育・後期中等教育を

通じて特別支援教育という共通の制度的枠組みのもと

で考察できることに加え、後述する特別支援学校高等

部および高等特別支援学校への入学において療育手帳

の有無が直接的に問題となるためである。 

Ｂ．各検討点の整理 

1．背景 ― 知能指数と適応行動 

知的障害（ICD-11では「知的発達症」）の診断は、

知的機能と適応行動の両面の欠陥を含むものとされる。

DSM-5（米国精神医学会，2013）においても、知的能

力障害は発達期における知的機能と適応機能の双方の
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欠陥を含む障害と定義され、IQのみによる診断ではな

くなった（内山，2025；内山ほか，2023）。 

知能水準と適応行動はおおむね関連するが、発達障

害のある人ではその関係が一致しないことが複数の研

究で示されている。稲田（2024）は、発達障害のある

人では知的水準が平均域であっても適応水準が低いこ

とが少なくないと述べ、IQと適応水準のギャップを把

握することの重要性を指摘している。療育手帳の判定

においても、IQに加えて適応行動尺度等を含めて総合

的に判断するものとされている（厚生労働省，2025）

が、令和 4 年度調査では適応行動の評価尺度として日

本版 Vineland-II 適応行動尺度を用いる判定機関は

6.4％にとどまり、S-M式社会生活能力検査を用いる機

関が 48.1％であった（こども家庭庁，2024）。すなわ

ち、適応行動の標準化された評価が判定実務に十分に

は浸透していない。 

以上より、「IQは基準を上回るが適応行動に困難が

ある」という事例は、診断概念上は知的障害に該当し

なくても、発達障害や精神障害などの合併により支援

が必要である可能性が高いが、IQ上限を主たる判定軸

とする現行の療育手帳運用では交付対象から外れる構

造にある。令和 4 年度調査の判定機関の自由記述には

「境界線級以上の知能を有するが ASD 圏の発達障害

由来の適応の困難さが激しい児童の取扱い」が課題と

して挙げられており（こども家庭庁，2024）、自閉ス

ペクトラム症（ASD）を含む発達障害がこの問題と関

連の深い事例群であることがうかがえる。 

2．年代別にみた療育手帳が交付されない理由 

各年代に共通する基盤的な理由として、第一に前述

した IQ 上限による判定（厚生労働省，2025）、第二

に適応行動評価の不徹底（こども家庭庁，2024）があ

る。以下ではこれに加えて、各年代に固有の事情を述

べる。 

2.1 幼児期 

幼児期における第一の固有の事情は、IQ値そのもの

の信頼性が学童期以降と比べて乏しいことである。幼

児期に用いられる代表的な検査である田中ビネー知能

検査では、生活年齢 2 歳 0 か月から 13 歳 11 か月まで

の対象者については従来「精神年齢÷生活年齢×100」

で算出される比例 IQ が用いられてきたが、第 V 版

（2003年）以降は同年齢集団の中での相対的位置を示

す偏差知能指数（DIQ）を主要な指標とする方式に変

更された。これは比例 IQ の限界が認識された結果で

ある。また、幼児期に用いられる新版 K式発達検査は

知能指数ではなく発達指数（DQ）を算出する検査で

あり、認知面に加えて姿勢・運動、言語・社会の領域

を含むため、知能テストとは本質的に異なる。姿勢・

運動まで含めた発達指数を知能指数で代替えすると本

来の IQ より高く算出される可能性がある。ウェクス

ラー式の IQ についても、検査時の体調・情緒・検査

者との関係性等の要因の影響を受けやすく、単一の測

定値から知的水準を確定することには一定の制約があ

る。 

幼児期に測定された IQ 値は、後年の知的機能を確

定的に示す指標とはみなしがたい。Eichelberger et al.

（2023）はチューリッヒ縦断研究において対象者を 11

時点で生後 6か月から 65歳まで追跡し、4歳時点の IQ

と 44 歳時点の IQ の相関が r＝0.50（説明率約 25％）

にとどまることを報告した。一方、9歳時点と 44歳時

点の相関は r＝0.61 まで上昇しており、学童期以降に

測定精度が大きく改善することが示されている。知的

発達症が疑われる幼児においても同様あるいはより大

きな変動が認められる。Hou et al.（2011）は、発達遅

滞のある未就学児 313名を平均 38.6か月追跡した結果、

平均 IQが 65.8（SD 15.4）から 73.2（SD 17.9）へと約

7.4 点上昇したことを報告した。相関係数は r²＝0.43〜

0.50 にとどまっており、就学前 IQ が後年の IQ を完全

には予測しないことが示された。Hou et al.（2011）の

対象児童のうち ASD 群は 73 名（23.3％）を占めてお

り、ASD児においても他の発達遅滞群と同様の上方変
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動が認められた。 

第二に、診断と判定が確定しにくい時期であること

が挙げられる。療育手帳は知的障害があると判定され

ることを交付の前提とするが、幼児期は発達の経過が

定まっておらず、判定そのものが先送りされうる。医

師も幼児期に知的障害があると断定して保護者に伝え

ることは難しい場合がある。 

2.2 学童青年期（小学校から高校まで） 

学童青年期における固有の事情は、特別支援教育の

枠組みと手帳の有無の関係が複雑な点にある。第一に、

特別支援学級や通級指導教室の利用と特別支援学校の

利用とで療育手帳の扱いが異なる。通常の学級に在籍

する児童生徒のうち学習面または行動面で著しい困難

を示す者が一定割合存在することが文部科学省の調査

で示されており、特別支援教育は手帳の有無を要件と

せずに提供される（文部科学省，2022）。このため、

就学後は教育の枠組みの中で一定の対応が行われ、療

育手帳取得の必要性が相対的に低く認識されることが

ある。これは支援の入口が確保される利点である一方、

手帳を前提とする福祉サービスへの接続が後回しにな

る側面も持つ。 

第二に、特別支援学校への入学にあたり療育手帳が

事実上必要とされる場合が多い。例えば東京都教育委

員会の入学相談実施要項では、知的障害特別支援学校

高等部普通科の出願時に提出する書類として「愛の手

帳（療育手帳）の写し（愛の手帳（療育手帳）の写し

を提出できない者は、医師診察記録）」が定められて

いる（東京都教育委員会，2022）。いわゆる「高等特

別支援学校」に相当する知的障害特別支援学校高等部

就業技術科および職能開発科の入学者選考でも、出願

時に同様の書類提出が求められる（東京都教育委員会，

2023a，2025）。療育手帳がなくても医師診察記録に

よる代替は制度上認められているものの、療育手帳の

取得が原則である。IQが各自治体の基準を上回るため

に療育手帳が交付されない事例は、特別支援学校高等

部や高等特別支援学校への入学を希望する場合に困難

を抱えうる。比較的 IQ が高い軽度知的障害域あるい

は境界知能域の ASD 等の事例で、就労につながる手

厚い職業教育を提供する就業技術科・職能開発科を進

路として希望しても、療育手帳がないことが障壁とな

る場合があるという点は、本年代に固有の重要な課題

である。 

2.3 成人期 

成人期に固有の事情として、発達期の知的障害を後

から証明することの困難がある。療育手帳は「発達期

（おおむね 18 歳まで）における知的機能の障害」を

要件とするが、令和 4 年度調査では、申請時に知的能

力の低さがうかがえても 18 歳以前の知的障害の状況

を示す根拠がない場合に「非該当」と判定される運用

が報告されている（厚生労働省，2023）。同調査では

また、再判定で IQ が非該当となった場合に既存の障

害者雇用の継続・維持に影響が生じうることも指摘さ

れている。 

3．療育手帳が交付されない場合の行政サービス利用
の方法 

適応行動の困難があるが IQ が高いために療育手帳

が交付されない場合の代替パスウェイを検討する。最

も中核的な代替手帳である精神障害者保健福祉手帳と

の関係を年代横断的に整理した上で、年代別の具体策

を述べる。 

3.1 全年代を通じた代替経路 ― 精神障害者保健福祉
手帳 

療育手帳が取得できない場合の代替手帳として、精

神障害者保健福祉手帳の取得が選択肢となる。同手帳

は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく

手帳であり、その対象には発達障害（自閉症、アスペ

ルガー症候群、学習障害、注意欠如・多動症等）が含

まれる（厚生労働省，2025b）。両手帳の制度的位置

づけとサービスの異同を文末の表 1に整理する。 

両手帳のサービスは多くが重複する一方、いくつか
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の重要な差異がある。第一に、特別支援学校（知的障

害）への入学要件としては療育手帳が事実上必要であ

り、精神障害者保健福祉手帳では代替されない（東京

都教育委員会，2022，2023a）。第二に、自立支援医

療（精神通院医療）は精神疾患に伴う通院医療の助成

制度であり、療育手帳の領域ではない。第三に、有効

期限の運用が異なる。療育手帳は自治体運用で原則更

新ありとされるのに対し、精神障害者保健福祉手帳は

2 年ごとの更新が義務付けられており、更新ごとに診

断書または年金証書の写しの提出が必要となる。一方、

近年は両手帳のサービスの差が縮小する方向の制度改

正も進んでおり、とくに 2025 年 4 月 1 日からの JR 旅

客運賃割引の精神障害者保健福祉手帳への適用拡大

（JR東日本，2025）は、長年の懸案であった移動コス

トの格差を是正する大きな改正である。 

3.2 幼児期 ― 障害児通所支援（児童発達支援） 

もっとも多くの障害児が利用しているサービスは児

童発達支援である。未就学児を対象とする児童発達支

援は、児童福祉法に基づく障害児通所支援であり、利

用には市町村が交付する通所受給者証が必要である。

この受給者証は療育手帳とは別の制度であり、療育の

必要性が認められれば、障害者手帳や医学的診断がな

くても申請できる。もっとも、この受給者証の発行を

めぐる運用には課題も多い。障害児通所支援に係る受

給者証発行の実態についての全国調査（内山ほか，

2025）では、受給決定におけるアセスメントの質の不

足、相談支援体制の脆弱性、医療との連携不全といっ

た課題があること、多くの自治体で専門性の乏しい職

員による判断や保護者の希望がそのまま反映される実

態があることが明らかになった。同研究は、診断書取

得の遅れが早期支援を妨げている実態を踏まえ、初回

の受給者証発行において医師の診断書を必須としない

柔軟な運用が求められる（更新時には専門的アセスメ

ントを推奨する）と提言するとともに、生物・心理・

社会モデルに基づく「こどもの状態と環境のサマリー

シート」と「手引き」を開発した。この知見は、療育

手帳が交付されない事例にとって受給者証が重要な代

替経路であると同時に、その運用の質の確保が課題で

あることを示している。 

3.3 学童青年期 ― 放課後等デイサービス・特別支援
教育・進路選択 

就学児を主な対象とする放課後等デイサービスも児

童福祉法に基づく障害児通所支援であり、利用に療育

手帳や身体障害者手帳は必須ではない。利用には通所

受給者証が必要であり、受給者証発行についての課題

は幼児期と同様である（内山ほか，2025）。また前述

のとおり、特別支援教育（通級による指導や特別支援

学級等）は手帳の有無を要件とせずに提供される（文

部科学省，2022）。療育手帳が交付されない事例でも、

教育上の困難に応じてこれらの教育的支援を受けるこ

とができる。一方、特別支援学校高等部および高等特

別支援学校への入学を希望する事例については、前述

のとおり療育手帳の写しが原則として求められる（東

京都教育委員会，2022，2023a，2025）。代替手段と

しては要項上「医師診察記録」の提出により出願でき

る扱いとなっているが（東京都教育委員会，2023b）、

医師診察記録による出願の場合には別途発達検査のプ

ロフィールの写しの提出を求められることがあり、本

人および家族にとって、また主治医にとっても手続き

上の負担が増す可能性がある。進路選択を控えた早期

からの相談支援が重要となる。 

3.4 成人期 ― 障害福祉サービスへの接続 

成人期において療育手帳が取得できない場合、3.1

で論じた精神障害者保健福祉手帳が代替の選択肢とな

る。発達障害により日常生活または社会生活に制限が

ある場合は同手帳の対象となりうる。申請には、その

精神疾患による初診日から 6 か月以上経過した時点で

作成された診断書が必要である（厚生省，1995）。同

手帳の取得により、障害者雇用や障害福祉サービスの

利用に向けた要件の一つを満たすことができる。 
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また、障害福祉サービス（就労移行支援、就労継続

支援等）の利用は障害者手帳の所持が唯一の要件では

なく、対象には発達障害を含む障害のある者が含まれ

る。手帳がない場合でも、まず市町村の障害福祉担当

窓口に相談し、必要な手続きと書類を確認することが

現実的な第一歩となる。なお、療育手帳を持たない成

人事例が実際にどの程度これらのサービスへ接続でき

ているかを定量的に示す資料は確認できなかった。手

帳がないことによる接続上の困難の程度については、

今後の実態調査が必要である。 

4．療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の年齢階級別
比較 

療育手帳が発行されない場合の代替手段として精神

障害者保健福祉手帳が検討されることを述べたが、こ

どもの場合にも精神障害者保健福祉手帳はどの程度取

得されているのだろうか。令和 4 年生活のしづらさ調

査（厚生労働省，2024b）における両手帳の年齢階級

別所持者数（推計値）を文末の表 2に示す。 

第一に、18 歳未満の所持者数は療育手帳が約

282,000 人（全所持者の 24.8％）であるのに対し、精

神障害者保健福祉手帳は約 45,000 人（全所持者の

3.8％）である。すなわち、精神障害者保健福祉手帳の

18歳未満所持者は、療育手帳の同年代所持者の約 6分

の 1 にとどまる。第二に、両手帳の年齢分布のピーク

は大きく異なる。療育手帳は 20〜29 歳がピーク

（20.1％）で若年層に分布が偏る一方、精神障害者保

健福祉手帳は 40〜49 歳および 50〜59 歳がピーク（そ

れぞれ 19.3％・20.3％）であり、中高年に分布が偏る。

これは、療育手帳が発達期の知的障害を対象とするの

に対し、精神障害者保健福祉手帳が成人期発症の精神

疾患を含むことを反映している。 

一方、生活のしづらさ調査の前回（平成 28 年）と

の比較によれば、18歳未満の精神障害者保健福祉手帳

所持者数は急増している（文末の表 3）。0〜9 歳・10

〜17 歳・18・19 歳のいずれの年齢階級でも、平成 28

年から令和 4年の 6年間で 3〜4倍に急増している。こ

れは、精神障害者保健福祉手帳全体の同期間の増加率

（143.0％）を大幅に上回る。児童期の発達障害の認

知・診断の広がりが、青少年期における精神障害者保

健福祉手帳取得増加の主要な要因と考えられる。 

5．考察 

療育手帳が交付されない理由は、IQ上限による判定

と適応行動評価の不徹底という制度的要因（厚生労働

省，2025；こども家庭庁，2024）に、各年代に固有の

事情が重なって生じていることが示された。とりわけ

幼児期においては IQ 値そのものの信頼性の問題、学

童青年期においては特別支援学校への入学要件として

の療育手帳の事実上の必要性、成人期においては発達

期の知的障害の証明困難という、それぞれに固有の課

題が存在する。 

療育手帳取得のパスウェイにおいて、子ども（18歳

未満）の判定機関は児童相談所（地域により「こども

相談センター」等）、成人の場合は知的障害者更生相

談所であり、判定では発達検査・行動観察・保護者か

らの聞き取りが行われる。成人パスウェイと子どもの

パスウェイの最大の違いは、「発達期（おおむね 18

歳まで）における知的機能の障害」を立証する追加資

料が成人申請では必要となる点にある。一方、精神障

害者保健福祉手帳の取得には、精神科などの医療機関

を受診し、主治医による診断書を得る必要がある。療

育手帳が交付されない発達障害事例の幼児・学童の主

治医は小児科医（小児神経科医・発達外来担当医）で

あることも少なくないだろう。診断書作成医の規定上、

精神保健指定医および精神科医を中心としつつ、精神

障害の診断又は治療に従事する医師であれば他科の医

師も含まれる（厚生省，1995）。すなわちこれらの小

児科医も精神障害者保健福祉手帳の診断書を作成でき

る。 

ただし、発達障害のある人やその家族が精神障害者

保健福祉手帳の取得に消極的になる場合があることは、



39 

 

行政の調査資料でも指摘されている。総務省行政評価

局（2011）が地方公共団体等に対して行った調査では、

発達障害者に精神障害者保健福祉手帳を交付すること

の限界として、「精神障がい」という言葉への抵抗感

が強いこと、同手帳では所持者が発達障害であること

が周囲に伝わらないこと、発達障害の特性は生涯にわ

たるにもかかわらず同手帳は更新間隔が短く更新の都

度手数料がかかること、などが地方公共団体等の意見

として挙げられた。同調査では、地方公共団体に発達

障害者独自の手帳を創設すべきとの意見が多いことも

報告されている。なお、「精神障害者」という記載に

対する当事者等の心理的負担への配慮として、同手帳

の表紙には「精神障害者」ではなく単に「障害者手帳」

と記載されている（国立障害者リハビリテーションセ

ンター，n.d.）。 

行政サービスへのアクセスについては、幼児期・学

童青年期は障害児通所支援が手帳を要件とせずに利用

できる点、特別支援教育が手帳の有無と独立して提供

される点（文部科学省，2022）、成人期は発達障害を

理由とする精神障害者保健福祉手帳が選択肢となる点

（厚生労働省，2025b；厚生省，1995）が、手帳の不

交付を補う実務的なパスウェイとして整理できる。学

童青年期の特別支援学校高等部・高等特別支援学校へ

の入学についても、医師診察記録による出願という代

替経路が制度上は用意されている（東京都教育委員会，

2022，2023a，2025）。ただし、これらの代替手段は

療育手帳と完全に等価ではない。代替経路が存在する

ことと、それが当事者・家族に受け入れられ実際に活

用されることとは区別して考える必要がある。また、

幼児期・学童青年期の代替経路である障害児通所支援

についても、受給者証発行をめぐるアセスメントの質

や相談支援体制に課題があることが指摘されており

（内山ほか，2025）、代替経路の「量的な利用可能性」

と「支援の質」は別の論点である。 

精神障害者保健福祉手帳に関しては、現在のフォー

マットは成人や老年期を主な対象としており、幼児や

学童を想定していないことは明らかである。前述のよ

うに平成 28 年から令和 4 年の 6 年間で 0〜9 歳の年齢

階級で 4 倍・10〜17 歳で 2.9 倍に急増していることを

鑑みれば、精神障害者保健福祉手帳のフォーマットの

改変も必要であろう。 

Ｃ．結論 

IQが各自治体の基準を上回るために療育手帳が交付

されない事例は、IQ上限による判定と適応行動評価の

不徹底という制度的要因を背景に、幼児期・学童青年

期・成人期のそれぞれに固有の課題を伴って存在する。

幼児期は IQ 値そのものの信頼性、学童青年期は特別

支援学校入学における療育手帳の事実上の必要性、成

人期は発達期の知的障害の証明困難が、それぞれ重要

な論点である。行政サービスへのアクセスについては、

幼児期・学童青年期は手帳を要件としない障害児通所

支援および特別支援教育、成人期は発達障害を理由と

する精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ手帳不交付を

補う経路となりうるが、いずれも療育手帳に代わる一

貫した支援を担保しうるかは未解明である。療育手帳

の判定基準の在り方をめぐる制度的検討の進展と、代

替経路の有効性に関する実態調査の双方が今後の課題

である。 
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表 1 療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の比較 

項目 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 

制度の根拠 厚生省通知（昭和 48年児発第 156

号）。法律ではない 

精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律 第 45条 

対象 知的障害があると判定された者 発達障害を含む精神障害により日常生

活・社会生活に制約がある者 

等級 重度（A）／その他（B）。自治体によ

り細分化 

1級／2級／3級（全国共通） 

申請要件 児童相談所または知的障害者更生相談

所による判定。発達期（おおむね 18歳

まで）の知的機能の障害があること 

初診日から 6か月以上経過した時点の

精神保健指定医等による診断書が必要 

有効期限・更新 原則更新あり（自治体により異なる） 2年ごとに更新。診断書または年金証書

の写しが必要 

特別児童扶養手当（20

歳未満） 

対象。重度（A）の場合は診断書省略可 対象となりうる（手帳所持は直接の要

件ではなく所定診断書による） 

障害者雇用率制度 対象。重度（A）はダブルカウント 対象（2018年 4月から法定雇用率の算

定基礎に追加） 

障害福祉サービス（就

労支援・GH等） 

対象 対象（精神障害者は手帳の有無にかか

わらず利用可能） 

自立支援医療（精神通

院医療） 

対象外 対象（手帳の有無にかかわらず利用可

能） 

税制上の優遇 障害者控除（重度（A）は特別障害者控

除） 

障害者控除（1級は特別障害者控除） 

JR旅客運賃の割引 対象 2025年 4月 1日から JRグループでも導

入 

特別支援学校（知的障

害）入学 

入学要件として実質的に必要（医師診

察記録による代替可） 

直接の入学要件とはならない 

出典：制度根拠は厚生省発児第 156号通知（療育手帳）および精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神障害者
保健福祉手帳）。JR運賃割引については 2025年 4月の制度改正を反映。 
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表 2 両手帳所持者の年齢階級別推計値（令和 4年生活のしづらさ調査，単位：人） 

年齢階級 療育手帳所持者 （％） 精神障害者保健福祉手帳

所持者 

（％） 

0〜9歳 124,000 10.9 16,000 1.3 

10〜17歳 158,000 13.9 29,000 2.5 

18・19歳 37,000 3.2 12,000 1.0 

20〜29歳 229,000 20.1 117,000 9.6 

30〜39歳 148,000 13.0 158,000 13.1 

40〜49歳 132,000 11.6 232,000 19.3 

50〜59歳 96,000 8.4 245,000 20.3 

60〜64歳 27,000 2.4 90,000 7.5 

65〜69歳 27,000 2.4 63,000 5.3 

70歳以上 139,000 12.3 208,000 17.2 

不詳 24,000 2.1 34,000 2.8 

総数 1,140,000 100.0 1,203,000 100.0 

（18歳未満） 282,000 24.8 45,000 3.8 

出典：厚生労働省（2024b）令和 4年生活のしづらさなどに関する調査 結果の概要より作成。表中の値は推計値であ
り、100の位を四捨五入。構成割合は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、必ずしも総数と一致しない。 

 

表 3 18歳未満および青年期の精神障害者保健福祉手帳所持者の推移 

年齢階級 平成 28年（2016） 令和 4年（2022） 対前回比 

0〜9歳 4,000 16,000 400.0％ 

10〜17歳 10,000 29,000 290.0％ 

18・19歳 4,000 12,000 300.0％ 

（参考）総数 841,000 1,203,000 143.0％ 

出典：厚生労働省（2024b）令和 4年生活のしづらさなどに関する調査 結果の概要より作成。 


